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【賃金引上げの取組】

1

奨励金対象事業

賃金引上げの取組 ⑮  時間当たり６０円以上の賃金の引上げ　※上限12人

対象となる奨励金対象事業は下記のとおりとする。

原則として都内に勤務する全ての従業員を対象とする。ただし、制度の適用を一定の条件の方に限定することに合理的な理由が
ある場合は対象者を限定することは可とする。

奨励金対象事業
導入する制度

奨励金支給要件
制度の内容

「手取り時間」創出の取組

時間外労働削減に向けた推進計画

本奨励金の支給申請（取組の報
告）日までに、労使協定の締結と、
募集要項で付した要件を満たした
制度内容を就業規則本則、もしく
はその他関連規程に明文化するこ
と

 フレックスタイム制

 多様な勤務形態（選択的週休３日制・勤務間インターバル）

多様な正社員制度（短時間正社員・勤務地限定・リモートキャリア・
職務限定・タームタイムワーク）

 積立休暇制度

ライフステージを支援する取
組

家庭応援特別休暇制度（セレモニー休暇・地域活動休暇・家庭長
期よりそい休暇等）

産休・育業及び介護休業を支える従業員への支援制度

慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度

育業早期復職支援・ひとり親家庭支援制度

従業員のエンゲージメント向
上に向けた取組

社外副業・兼業制度

社内メンター制度

外部キャリアコンサルタント活用支援制度

従業員表彰制度・報奨金制度

社員のつながり支援制度

対象とする対象者は下記のとおりとする。

都内に勤務する従業員を対象とする。特定の要件を満たす正規従業員、特定の部署の従業員のほか、非正規従業員を対象
とすることも可とする。ただし雇用保険被保険者のみ対象とする。

実施する取組 奨励金支給要件

時間当たり６０円以上の賃上げを
行うこと。
就業規則等に規定している定期昇
給外（臨時昇給、又は定期昇給の
上乗せ等）で実施すること。
賃上げ後の時間当たりの賃金額
が、東京都の地域別最低賃金額
を６０円以上上回っていること。


